
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
二
件
） 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

一

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

二

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　

　

三

 
教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催 

三

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
個
人
演
説
会
等
の
公
営
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正 

三

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
八
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
十
九
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
八
日

二　

商
号
又
は
名
称
等
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事

業

所

番

号

〇
四
一
二
七
〇
〇
三
四
六

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

僕
の
家　

私
の
家

黒
川
郡
富
谷
町
太
字
堂

一
丁
目
十
四
番
二
号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
幸
創

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
二
五
二
〇
〇
六
七
二

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

煌
ハ
ウ
ス

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田

三
丁
目
二
十
番
二
十
五

号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
介
護

共
同
生
活
援
助

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
黒
川
こ

こ
ろ
の
応
援
団

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

宮
城
林
産
振
興
株

式
会
社

佐
藤　

二
郎

株
式
会
社
大
晃
組

川
畑　

美
夫

株
式
会
社
高
橋
建

設高
橋　

久
之

有
限
会
社
三
興
産

業生
出　

長
年

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
中
央
一
丁

目
六－

三
十

石
巻
市
松
並
一
丁
目
十－

七大
崎
市
古
川
上
埣
字
宝
仙

田
百
四
十
六

石
巻
市
皿
貝
字
小
沢
二
百

五

建

設

業

許

可

番

号

般－

十
九

第
千
百
三
十
一

号般－

十
八

第
千
五
百
八
号

般－

十
六

第
二
千
五
百
号

般－

十
八

第
八
千
百
二
十

二
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
二
十
四
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
二
十
五
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
二
十
一
日



三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

鹿
又
停
車
場
広
淵
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

小
野
田
三
本
木
線

三　

道
路
の
区
域

 
公

告

第2096号　平成21年10月６日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

有
限
会
社
遠
修
建

業遠
藤　

修
平

株
式
会
社
大
野
屋

大
野　

優
子

有
限
会
社
千
栄
電

工千
田　

武
夫

有
限
会
社
シ
ー

シ
ー
エ
ス
企
画

菅
原　

修

株
式
会
社
千
建

佐
藤　

信
雄

産
電
サ
ー
ブ
株
式

会
社
高
橋　

昌
勝

エ
ス
・
エ
ス
・
コ
ー

ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株

式
会
社

橋
本　

修

株
式
会
社
サ
ン
エ

ス
ト
阿
部　

隆

多
賀
城
市
浮
島
字
高
原
七

十
三－

六

登
米
市
登
米
町
日
野
渡
南

田
一

仙
台
市
太
白
区
郡
山
八
丁

目
二
十
二－

一－

百
十
四

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
大

沢
向
原
四
十
六－

九

石
巻
市
蛇
田
字
新
東
前
沼

五
十－

九

仙
台
市
泉
区
八
乙
女
中
央

一
丁
目
六－

七

多
賀
城
市
八
幡
二
丁
目
六

－

十
一

仙
台
市
太
白
区
西
中
田
七

丁
目
三
十
五－

十
四

般－

十
六

第
一
万
八
百
四

十
一
号

般－

十
九

第
一
万
二
千
七

百
十
四
号

般－

十
九

第
一
万
二
千
七

百
五
十
五
号

般－
十
九

第
一
万
三
千
六

百
四
十
三
号

般－

十
七

第
一
万
六
千
二

百
十
一
号

般－

十
九

第
一
万
六
千
七

百
三
十
九
号

般－

二
十

第
一
万
七
千
十

五
号

般－

十
八

第
一
万
七
千
六

百
五
十
二
号

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
具
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

機
械
器
具
設
置
工

　

事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
工
事
業

　

電
気
通
信
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

平
成
二
十
一
年

 

八
月
二
十
四
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
二
十
八
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
二
十
七
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
二
十
六
日

平
成
二
十
一
年

 

八
月
十
九
日

変　

更　

の　

区　

間

石
巻
市
須
江
字
池
袋
四
番
二
地
先
か
ら

同
市
須
江
字
沢
田
前
一
〇
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

九
・
六
〜

 

二
七
・
八

　

九
・
二
〜

 

二
五
・
六

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
二
九
・
〇

二
二
九
・
〇

変　

更　

の　

区　

間

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
新
木
戸
川
一
〇
八
番

地
先
か
ら

同
郡
同
町
黒
沢
字
新
川
端
八
七
番
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

　

Ａ
前　
　

Ｂ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

八
・
四
〜

 

二
一
・
〇

一
二
・
〇
〜

 

四
八
・
六

　
　
　

一
二
・
〇
〜

三
八
・
四

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

五
七
三
・
〇

六
四
〇
・
〇

　
　
　

六
四
〇
・
〇

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。



〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
テ
レ
ビ
シ
ス
テ
ム
整
備
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

㈱
東
通
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル　

東
京
都
文
京
区
小
石
川
一

丁
目
二
十
一
番
十
四
号

五　

落
札
金
額　

一
億
六
千
五
百
九
十
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
一
年
十
月
十
四
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

２　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
単
純
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

３　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

４　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

５　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

６　

県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

１　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
四
十
五
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

仙
台
市
大
野
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
別
館
の
項
中
「
同　

市
太
白
区
大
野
田
字
宮
脇
二
番
地
の
二
九
」
を

「
同　

市
太
白
区
大
野
田
三
丁
目
八
番
一
号
」
に
改
め
る
。

（3）　 平成21年10月６日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2096号　　 


